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　　１２月５日（ 第１日）

　　 ・ 会期決定、 議案提案説明
　　１２月１４日 ・ 15 日（ 第２日 ・ ３日）

　　 ・ 一般質問（ ８名）

　　１２月１９日（ 第４日）

　　 ・ 議案審議
　　　　 ・ 追加議案提案説明
　　１２月２０日（ 第５日）

　　 ・ 議案審議、 発議案件

　１２月定例会のあらまし

　定例会

第４回

定例会

〇
令
和
５
年
度
白
浜
町
一
般
会
計
補

正
予
算
（
第
５
号
）

・
既
定
予
算
へ
の
補
正
額

３
億
９
４
６
０
万
円

・
補
正
後
の
歳
入
歳
出
予
算
総
額

１
３
４
億
９
３
８
０
万
円

　
主
な
補
正
内
容

【
総
務
費
】

・
ふ
る
さ
と
白
浜
応
援
寄
附
金
事
業

２
億
５
０
０
０
万
円

・
住
基
シ
ス
テ
ム
改
修
事
業５

９
４
万
円

・
町
長
選
挙
事
業

２
５
９
万
円

【
民
生
費
】

・
障
害
者
自
立
支
援
給
付
費
等
事
業

６
１
０
０
万
円

・
子
ど
も
医
療
扶
助
事
業

２
９
０
万
円

【
衛
生
費
】

・
各
種
検
診
事
業       　
１
２
６
万
円

【
農
林
水
産
業
費
】

・
森
林
環
境
整
備
事
業

１
４
６
０
万
円

【
観
光
費
】

・
観
光
客
等
移
動
支
援
事
業５

８
６
万
円

【
土
木
費
】

・
道
路
維
持
補
修
事
業

１
５
０
０
万
円

【
教
育
費
】

・
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
等
購
入
事
業

９
３
２
万
円

〇
令
和
５
年
度
白
浜
町
一
般
会
計
補

正
予
算
（
第
６
号
）

・
既
定
予
算
へ
の
補
正
額

３
億
５
１
１
０
万
円

・
補
正
後
の
歳
入
歳
出
予
算
総
額

１
３
８
億
４
４
９
０
万
円

主
な
補
正
の
内
容

【
民
生
費
】

・
住
民
税
非
課
税
世
帯
臨
時
特
別
給

付
金
事
業　    

２
億
６
５
９
０
万
円

【
観
光
費
】

・
観
光
誘
客
等
事
業　 

６
０
０
０
万
円

〇
令
和
５
年
度
白
浜
町
国
民
健
康
保
険

事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
３
号
）

・
既
定
予
算
へ
の
補
正
額

１
４
６
５
万
６
千
円

・
補
正
後
の
歳
入
歳
出
予
算
総
額

28
億
４
６
９
９
万
６
千
円

　
補
正
予
算

〇
和
歌
山
県
住
宅
新
築
資
金
等
貸
付

金
回
収
管
理
組
合
規
約
の
変
更
に
つ

い
て

〇
和
歌
山
県
市
町
村
総
合
事
務
組
合

を
組
織
す
る
地
方
公
共
団
体
数
の
減

少
及
び
和
歌
山
県
市
町
村
総
合
事
務

組
合
規
約
の
変
更
に
つ
い
て

〇
み
な
べ
町
が
和
歌
山
県
住
宅
新
築

資
金
等
貸
付
金
回
収
管
理
組
合
を
脱

退
す
る
こ
と
に
伴
う
財
産
処
分
に
関

す
る
協
議
に
つ
い
て

〇
白
浜
町
手
数
料
徴
収
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

〇
白
浜
町
ひ
と
り
親
家
庭
医
療
費
の

支
給
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
に
つ
い
て

〇
白
浜
町
企
業
誘
致
促
進
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

〇
白
浜
町
国
民
健
康
保
険
税
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

〇
白
浜
町
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る

条
例
及
び
白
浜
町
一
般
職
の
任
期
付

職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

〇
白
浜
町
長
等
の
給
与
等
に
関
す
る

条
例
及
び
白
浜
町
議
会
議
員
の
議
員

報
酬
及
び
費
用
弁
償
等
に
関
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い

て〇
第
55
期
南
白
浜
温
泉
株
式
会
社
経

営
状
況
の
提
出
に
つ
い
て

○
専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て

　
条
例
改
正

　
報
告

　
規
約
の
変
更

　
財
産
処
分
に
関
す
る
協
議
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〇
令
和
５
年
度
白
浜
町
国
民
健
康
保
険

事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
４
号
）

・
既
定
予
算
へ
の
補
正
額

43
万
４
千
円

・
補
正
後
の
歳
入
歳
出
予
算
総
額

28
億
４
７
４
３
万
円

〇
令
和
５
年
度
白
浜
町
後
期
高
齢
者

医
療
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）

・
既
定
予
算
へ
の
補
正
額３

０
８
６
万
円

・
補
正
後
の
歳
入
歳
出
予
算
総
額

７
億
５
１
２
万
３
千
円

〇
令
和
５
年
度
白
浜
町
介
護
保
険
特

別
会
計
補
正
予
算
（
第
３
号
）

・
既
定
予
算
へ
の
補
正
額

１
５
４
万
円

・
補
正
後
の
歳
入
歳
出
予
算
総
額

35
億
９
６
６
０
万
７
千
円

〇
令
和
５
年
度
白
浜
町
介
護
保
険
特

別
会
計
補
正
予
算
（
第
４
号
）

・
既
定
予
算
へ
の
補
正
額

36
万
２
千
円

・
補
正
後
の
歳
入
歳
出
予
算
総
額

35
億
９
６
９
６
万
９
千
円

　
指
定
管
理
者
の
指
定

　
訴
え
の
提
起

〇
令
和
５
年
度
白
浜
町
下
水
道
事
業
特

別
会
計
会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）

・
既
定
予
算
へ
の
補
正
額

収
益
的
収
支　　　　　         

９
５
万
円

資
本
的
収
支　　　　    

８
６
万
６
千
円

・
補
正
後
の
収
支
予
算
総
額

収
益
的
収
支　
３
億
５
４
５
７
万
３
千
円

資
本
的
収
入　
２
億
６
９
１
６
万
６
千
円

資
本
的
支
出　
３
億
６
６
８
２
万
６
千
円

〇
白
浜
町
国
民
健
康
保
険
直
営
日
置
診

療
所
の
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て

〇
白
浜
町
国
民
健
康
保
険
直
営
三
舞
診

療
所
の
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て

〇
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
マ
ン
ズ
ワ
ー
フ
白
浜
の

指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て

〇
訴
え
の
提
起
に
つ
い
て

【
訴
え
の
相
手
方
】

白
浜
町
日
置
５
２
５
番
地

日
置
川
開
発
株
式
会
社

【
請
求
の
原
因
】

令
和
５
年
２
月
３
日
に
起
こ
っ
た
小
房

橋
落
橋
事
故
に
関
し
、
落
下
し
た
足

場
等
の
撤
去
に
要
し
た
費
用
及
び
遅

延
損
害
金
の
支
払
い
を
求
め
る
も
の
。

※
反
対
討
論
要
旨
※

　
本
条
例
案
で
は
、
会
計
年
度
任

用
職
員
の
給
与
の
遡
及
改
定
を
実

施
し
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
が
、

総
務
省
の
通
知
で
は
、
会
計
年
度

任
用
職
員
の
給
与
改
定
に
つ
い
て

遡
及
す
る
こ
と
を
基
本
と
し
、
そ

の
財
源
に
つ
い
て
も
地
方
交
付
税

で
措
置
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
物
価
高
騰
の
中
、

我
々
議
員
も
含
め
た
特
別
職
の
期

末
手
当
の
み
を
引
き
上
げ
る
本
条

例
案
に
つ
い
て
は
反
対
す
る
。

　　　
議
案
第
84
号
「
白
浜
町
長
等
の
給

与
等
に
関
す
る
条
例
及
び
白
浜
町
議

会
議
員
の
議
員
報
酬
及
び
費
用
弁
償

等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
に
つ
い
て
」
の
議
案
審
議
に
お

い
て
、
廣
畑
議
員
が
反
対
討
論
を
行

い
ま
し
た
。
起
立
採
決
の
結
果
、
賛

成
多
数
に
よ
り
、
原
案
は
可
決
す
べ

き
も
の
と
決
し
ま
し
た
。

討
論
の
あ
っ
た
議
案

※
反
対
討
論
要
旨
※

　
物
価
高
騰
の
も
と
年
金
は
目
減

り
し
て
お
り
、
昨
年
10
月
か
ら
一

定
の
所
得
の
方
の
医
療
費
の
窓
口

負
担
が
倍
増
し
て
い
る
。
こ
う
し

た
医
療
費
負
担
の
増
加
に
よ
り
、

受
診
抑
制
が
懸
念
さ
れ
る
。

　
現
役
世
代
の
保
険
料
負
担
の
上

昇
を
抑
制
す
る
た
め
に
は
、
高
齢

者
の
医
療
費
負
担
を
引
き
上
げ
る

の
で
は
な
く
、
国
庫
負
担
を
増
や

す
べ
き
で
あ
り
、
本
決
算
認
定
に

つ
い
て
は
反
対
す
る
。

　　
議
案
第
60
号
「
令
和
４
年
度
白
浜

町
後
期
高
齢
者
医
療
特
別
会
計
歳
入

歳
出
決
算
認
定
に
つ
い
て
」
の
議
案

審
議
に
お
い
て
、
廣
畑
議
員
が
反
対

討
論
を
行
い
ま
し
た
。

　

起
立
採
決
の
結
果
、
賛
成
多
数
に

よ
り
、
原
案
は
意
見
を
付
し
て
認
定

さ
れ
ま
し
た
。

　
議
案
第
84
号

　
議
案
第
60
号
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　定例会

件　　名
結

果

長
野　
莊
一

堅
田　
府
利

溝
口　
耕
太
郎

正
木　
秀
男

廣
畑　
敏
雄

横
畑　
真
治

西
尾　
智
朗

水
上　
久
美
子

松
田　
剛
治

小
森　
一
典

黒
田　
武
士

辻　
成
紀

白浜町国民健康保険直営日置診療所の指定管理者の指定について 可決 ○ ○ ○ / ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

白浜町国民健康保険直営三舞診療所の指定管理者の指定について 可決 ○ ○ ○ / ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

フィッシャーマンズワーフ白浜の指定管理者の指定について 可決 ○ ○ ○ / ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

白浜町手数料徴収条例の一部を改正する条例について 可決 ○ ○ ○ / ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

白浜町ひとり親家庭医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例に
ついて 可決 ○ ○ ○ / ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

白浜町企業誘致促進条例の一部を改正する条例について 可決 ○ ○ ○ / ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

白浜町国民健康保険税条例条例の一部を改正する条例について 可決 ○ ○ ○ / ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

白浜町職員の給与等に関する条例及び白浜町一般職の任期付職員の採
用等に関する条例の一部を改正する条例について 可決 ○ ○ ○ / ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

白浜町長等の給与等に関する条例及び白浜町議会議員の議員報酬及び
費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例について 可決 ○ ○ ○ / × × ○ ○ ○ ○ ○ ○

令和５年度白浜町一般会計補正予算（ 第５号） 議定について 可決 ○ ○ ○ / ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

令和５年度白浜町一般会計補正予算（ 第６号） 議定について 可決 ○ ○ ○ / ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

令和５年度白浜町後期高齢者医療特別会計補正予算（ 第２号） 議定に
ついて 可決 ○ ○ ○ / ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

令和５年度白浜町国民健康保険事業特別会計補正予算（ 第３号） 議定
について 可決 ○ ○ ○ / ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

令和５年度白浜町国民健康保険事業特別会計補正予算（ 第４号） 議定
について 可決 ○ ○ ○ / ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

令和５年度白浜町介護保険特別会計補正予算（ 第３号） 議定について 可決 ○ ○ ○ / ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

令和５年度白浜町介護保険特別会計補正予算（ 第４号） 議定について 可決 ○ ○ ○ / ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

令和５年度白浜町下水道事業特別会計補正予算（ 第２号） 議定につい
て 可決 ○ ○ ○ / ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

和歌山県住宅新築資金等貸付金回収管理組合規約の変更について 可決 ○ ○ ○ / ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

みなべ町が和歌山県住宅新築資金等貸付金回収管理組合を脱退するこ
とに伴う財産処分に関する協議について 可決 ○ ○ ○ / ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

和歌山県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体数の減少及び和
歌山県市町村総合事務組合規約の変更について 可決 ○ ○ ○ / ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

訴えの提起について 可決 ○ ○ ○ / ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

令和４年度白浜町一般会計歳入歳出決算認定について 認定 ○ ○ ○ / ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

令和４年度白浜町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定につい
て 認定 ○ ○ ○ / ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

令和４年度白浜町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について 認定 ○ ○ ○ / × × ○ ○ ○ ○ ○ ○

令和４年度白浜町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 認定 ○ ○ ○ / ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

令和４年度白浜町土地取得特別会計歳入歳出決算認定について 認定 ○ ○ ○ / ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

令和４年度白浜町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定について 認定 ○ ○ ○ / ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

令和４年度白浜町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定につい
て 認定 ○ ○ ○ / ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

令和４年度白浜町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について 認定 ○ ○ ○ / ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

令和４年度白浜町水道事業特別会計決算認定について 認定 ○ ○ ○ / ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

※議案等に対する賛成者は「 ○」、反対者は「 ×」 とし、議長は通常、

採決に加わらないため、「 /」 としています。
１２月定例会 審議結果一覧
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Pick up!  
　定例会や全員協議会等で審議された内容をピックアップしてご紹介します。

◆
趣
旨
等

　
物
価
高
騰
等
に
直
面
す
る
低
所
得
世
帯
（
住
民

税
非
課
税
世
帯
）
に
対
し
、「
物
価
高
騰
対
応
重

点
支
援
地
方
創
生
臨
時
交
付
金
」
に
設
け
ら
れ
た

「
低
所
得
世
帯
支
援
枠
」
を
活
用
し
て
１
世
帯
当

た
り
７
万
円
を
給
付
す
る
。

◆
事
業
内
容

◇
支
給
対
象
者

・
令
和
５
年
度
住
民
税
非
課
税
世
帯

　
※
基
準
日
は
、
令
和
５
年
12
月
１
日

　
※
課
税
さ
れ
て
い
る
者
の
扶
養
親
族
等
の
み
で
構

　　　
成
さ
れ
る
世
帯
を
除
く

◇
給
付
額

・
１
世
帯
当
た
り
７
万
円

◆
今
後
の
予
定

◇
確
認
書
の
発
送

・
令
和
６
年
１
月
下
旬

◇
受
付
期
間

・
令
和
６
年
２
月
上
旬
～
令
和
６
年
３
月
15
日

◇
給
付
金
（
振
込
）
開
始
日

・
令
和
６
年
２
月
中
旬

住
民
税
非
課
税
世
帯
臨
時
特
別
給

付
金
事
業

　
　
　
　
　
２
億
６
５
９
０
万
円

第４回定例会

◆
白
浜
温
泉
周
遊
ナ
イ
ト
バ
ス
実
証
運
行
事
業

◇
目
的

　　
白
良
浜
周
辺
等
の
飲
食
店
を
利
用
す
る
観
光
客

等
の
夜
間
等
に
お
け
る
交
通
手
段
の
充
実
を
図
る
た

め
、
実
証
運
行
事
業
を
実
施
す
る
。

◇
事
業
期
間　　
令
和
６
年
２
月
～
３
月

◇
運
賃
等　　
無
料

◇
事
業
費　　
１
５
６
万
円
（
内
、
白
浜
町
86
万
円
）

◇
運
行
ル
ー
ト　　

白
良
浜
～
白
浜
温
泉
周
辺
ホ
テ

ル
・
旅
館
等

◆
白
浜
町
デ
マ
ン
ド
バ
ス
実
証
事
業

◇
目
的

　　
南
紀
白
浜
空
港
や
Ｊ
Ｒ
白
浜
駅
を
利
用
す
る
観

光
客
等
に
対
し
て
、
南
紀
白
浜
エ
ア
ポ
ー
ト
を
中
心

と
し
た
交
通
事
業
者
等
に
よ
る
デ
マ
ン
ド
バ
ス
の
運

行
実
証
実
験
を
実
施
し
、
空
港
等
に
関
係
す
る
２

次
交
通
の
充
実
を
図
る
。

◇
事
業
主
体　　
南
紀
白
浜
エ
ア
ポ
ー
ト

◇
事
業
期
間　　
令
和
６
年
１
月
～
２
月

◇
事
業
費　　
５
０
０
万
円
（
実
証
事
業
町
負
担
分
）

◇
運
行
ル
ー
ト　　
町
内
観
光
施
設
他
16
箇
所

（
南
紀
白
浜
空
港
・
Ｊ
Ｒ
白
浜
駅
を
含
む
）

観
光
客
等
移
動
支
援
事
業

　
　
　
　
　
　
　

 　
５
８
６
万
円

第４回定例会

◆
趣
旨
等

　
物
価
高
騰
の
影
響
を
受
け
る
観
光
事
業
者
等
へ

の
支
援
を
図
り
、
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
る
影
響
か
ら
の
観

光
需
要
の
回
復
を
よ
り
着
実
な
も
の
と
す
る
と
と

も
に
、
令
和
６
年
の
「
紀
伊
山
地
の
霊
場
と
参
詣

道
世
界
遺
産
登
録
20
周
年
」及
び
令
和
７
年
の「
大

阪
・関
西
万
博
」
を
契
機
と
し
て
、
国
内
外
へ
「
世

界
に
誇
れ
る
観
光
リ
ゾ
ー
ト
白
浜
」
の
魅
力
を
広

く
発
信
し
、
観
光
等
産
業
の
推
進
を
図
る
こ
と
で
、

地
域
経
済
の
活
性
化
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
、「
物
価
高
騰
対
応
重
点
支
援
地
方
創
生
臨
時

交
付
金
」
を
活
用
し
、
観
光
誘
客
等
に
係
る
事
業

を
実
施
す
る
。

◆
事
業
費

・
６
０
０
０
万
円

　　
（
内
、
国
庫
補
助
金
５
９
４
２
万
円
）

◆
事
業
内
容
（
予
定
）

・
個
人
、
団
体
観
光
誘
客
の
促
進
に
関
す
る
事
業
等

・
地
域
内
消
費
の
向
上
に
関
す
る
事
業
等

・
そ
の
他
観
光
誘
客
等
に
関
す
る
事
業
等

観
光
誘
客
等
事
業

　
　
　
　
　
　
　
６
０
０
０
万
円

第４回定例会
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　意見書

発議第４号　　「 ブラッドパッチ療法（ 硬膜外自家血注入療法） に対する適正な診療上の評価等を求める
　　　　　　　　　　　意見書」 の提出について
提　出　者　　白浜町議会議員　　松田　剛治
採決結果　　可決（ 全会一致）

　　　ブラッドパッチ療法（硬膜外自家血注入療法）に対する適正な診療上の評価等を
　　　　　求める意見書

　　交通事故、スポーツ、落下事故、暴力など全身への外傷等を原因として発症する脳脊髄液漏出症 (
減少症) によって、日常生活を大きく阻害する様々な症状に苦しんでいる患者の声が、 全国各地から国
へ数多く寄せられていた。平成１８年に山形大学を中心に関連８学会が参加し、厚生労働省研究班によ
る病態の解明が進んだ結果、平成２８年より同症の治療法であるブラッドパッチ療法（硬膜外自家血注
入療法）が保険適用となった。
　　その結果、それまで高額な自費診療での治療を必要としていた患者が、保険診療のもとにブラッドパ
ッチ療法を受けることができるようになったが、脳脊髄液漏出症(減少症)の患者の中には、保険適用J
００７‐２の要件に掲げられている「起立性頭痛を有する患者に係る者」という条件を伴わない患者がい
るため、医療の現場では混乱が生じている。
　　また、その後の研究で、脳脊髄液の漏出部位は一か所とは限らず、頚椎や胸椎部でも頻繁に起こる
事が報告された。ここで、この頚椎や胸椎部にブラッドパッチ療法を安全に行うためには、Ｘ線透視下で
漏出部位を確認しながらの治療が必要であるが、診療上の評価がされていない現状がある。
　　よって政府においては、上記の新たな現状を踏まえ、脳脊髄液漏出症 (減少症) の患者への、公平で
安全なブラッドパッチ療法の適用に向け、以下の事項について適切な措置を講ずるよう強く要望する。

記

１　脳脊髄液漏出症 (減少症) の症状において、約１０％は起立性頭痛を認めないと公的な研究でも報
告があることを受け、算定の要件の注釈として「本疾患では起立性頭痛を認めない場合がある」と加え
ること。

２　ブラッドパッチ療法（硬膜外自家血注入療法）の診療報酬において、Ｘ線透視を要件として、漏出部
位を確認しながら治療行うことを可能にするよう、診療上の評価を改定すること。

　　　以上、地方自治法第９９条に基づき意見書を提出する。

令和５年１２月２０日
　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　和歌山県白浜町議会

【提出先】　　衆議院議長　　参議院議長　　内閣総理大臣　　厚生労働大臣　　国土交通大臣
　　　　　　　　　　 文部科学大臣　　内閣官房長官

提出した意見書
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　決算審査特別委員会は、 １０月２日から５日までの４日間、 委員会を開催し、 令和４年度一般会計および
特別会計８件の決算を審査しました。 以下に、 総括意見を掲載します。

決算審査特別委員会審査報告書　総括意見

　令和４年度決算は、各種会計において、「第２次白浜町長期総合計画」を基に、「住みたい、住み続けたい、
住んでよかった」と感じられる、魅力あふれる「白浜町」を創造するため、保健医療・福祉、防災対策、生涯学習
、観光振興、農林水産業振興、地域振興等の諸施策に対して、取り組まれている。
　　今後の行政施策の取組においては、同計画を基に、各種施策が展開されるものと思われるが、社会情勢の
動向に注視しながら、住民サービスの的確な対応を行い、限られた財源を効果的、効率的に活用した行財政
運営を行うとともに、地域バランスや事業の優先順位などを十分考慮しながら、中長期的な見通しを立て、事
務事業の執行に取り組まれたい。
　　歳入においては、人口減少や少子高齢化に伴い町税収の減収が懸念される状況にある中、令和４年度は、
新型コロナウイルス感染症の拡大や原材料価格の高騰など、社会経済の幅広い業種で影響が生じており、依
然として厳しい状況下にある。また自主財源の割合は３９.０％であり、地方交付税や国庫支出金等に歳入の多
くを依存している状況である。住民生活に身近なサービスを安定的・持続的に提供するには、地域の実情に応
じた地域活性化の取組を進め、一般財源を適切に確保していく必要がある。よって、町税、国民健康保険税、
各種使用料、手数料等の未収金については、町財政の根幹である自主財源の低下を招くものであることから
、公金の徴収・収納に関しては、引き続き各課の連携を密にして徴収業務を実施するとともに、財源の確保と負
担の公平性の観点からも、収納対策に取り組まれたい。
　　歳出においては、財政の深刻度を示す財政健全化判断比率は、それぞれ前年度決算と同程度であるが、財
政構造の弾力性を判断するための指標である経常収支比率は、令和４年決算では９２．０％となり、前年度決
算より１．９％悪化しており、依然として財政構造の硬直化が続いていることを示している。今後も厳しい財政運
営を強いられることが予想される中、行政改革においては、財政再建、経費削減に努められ、民間活力を活用
した行政事務等の民間委託やアウトソーシングなどにより、行政のスリム化、効率化を推進されたい。引き続き
、時代に即した行政需要に的確に対応し、住民サービスのより一層の向上を図るために、組織、制度や行政運
営の在り方を見直し、行財政運営の適正化・効率化を図られたい。また、将来の見通しを的確に把握し、財政
健全化に取り組み、町債の残高に留意されたい。
　　決算審査を行う意義は、「行政効果の客観的判断と、今後の改善や反省事項の把握と活用」である。当委
員会で出された意見を真摯に受け止め、安定的な財政運営に努め、次年度以降の予算の編成・執行に反映
されたい。また、今後とも町民の福祉の向上や質の高い行政サービスの提供を行うなど、施策・事業の計画的
推進、重点化及び効果的な財源配分に努められたい。
　　なお、個別意見は以下の通りであるが、指摘された個々の事項については、早急に精査し、解決に向けて対
応されたい。

　【委  員  長】　辻　成紀　　　   【副委員長】　堅田　府利
　【委　　員】　長野　莊一、　溝口　耕太郎、　廣畑　敏雄、　横畑　真治、　西尾　智朗、　水上　久美子、　
　　　　　　　松田　剛治、　黒田　武士

決算審査特別委員会

（ 現地調査 ： 電子黒板等購入事業） （ 現地調査 ： 町道藤島細野線改良事業） （ 現地調査 ： 湯崎保育園建設事業）

　委員会活動　



　
　
答
　
図
書
館
機
能
を
加
え
た
複
合
施
設
と
し
て
建
設

　
問
　
町
立
図
書
館
の
建
設
に
向
け
た
町
の
方
向
性
は

Q
R
コ
ー
ド
の
有
効

期
限
は
３
月
下
旬
ま
で

廣
ひろはた

畑 敏
と し お

雄 議員

町
立
図
書
館
の
建
設

問
図
書
館
建
設
の
方
向
性
を
、
町
長

の
任
期
中
に
提
示
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

答
図
書
館
建
設
の
方
向
性
に
つ
い
て
は
、

児
童
館
建
て
替
え
時
に
図
書
館
機
能
を

加
え
た
複
合
施
設
と
し
て
建
設
す
る
結

論
に
至
り
、
現
在
も
関
係
団
体
や
地
元

区
等
と
の
協
議
を
行
っ
て
い
る
。

小
学
校
の
ト
イ
レ

問
小
学
校
ト
イ
レ
の
洋
式
便
座
と
前

の
仕
切
板
の
間
が
17
セ
ン
チ
し
か
な
く
、

利
用
し
に
く
い
。
改
善
で
き
な
い
か
。

答
各
学
校
の
ト
イ
レ
の
状
況
を
再
点
検

し
、
学
校
側
と
も
協
議
の
上
、
引
き
続

き
学
校
の
環
境
改
善
に
努
め
て
い
く
。

講
演
会
な
ど
の
オ
ン
ラ
イ
ン
配
信

問
講
演
会
な
ど
オ
ン
ラ
イ
ン
配
信
を
し

て
鑑
賞
、聴
講
し
て
も
ら
っ
て
は
ど
う
か
。

答
配
信
に
あ
た
り
講
師
等
か
ら
制
限
が

伴
う
場
合
が
あ
る
な
ど
の
課
題
も
あ
る

が
、
各
課
に
お
い
て
、
オ
ン
ラ
イ
ン
配
信

及
び
録
画
配
信
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

会
計
年
度
任
用
職
員
の
待
遇

問
会
計
年
度
任
用
職
員
の
待
遇
改
善

に
つ
い
て
、
国
は
追
加
財
政
需
要
額
に

よ
り
対
応
す
る
と
の
こ
と
。
正
規
職
員

と
同
じ
く
４
月
に
遡
っ
て
実
施
し
て
い
た

だ
き
た
い
。

答
来
年
度
か
ら
勤
勉
手
当
を
支
給
す

る
な
ど
、
今
後
も
正
職
員
と
の
均
衡
を

図
り
、
処
遇
の
改
善
に
努
め
る
。
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答
　
支
え
合
い
の
地
域
づ
く
り
に
取
り
組
ん
で
い
く

　
問
　
高
齢
者
の
尊
厳
が
守
ら
れ
る
共
生
社
会
の
実
現
は

松
ま つ だ

田 剛
たけはる

治 議員

高
齢
者
等
の
支
援

問
本
年
の
通
常
国
会
で
「
認
知
症
基

本
法
」
が
成
立
し
た
が
、
今
後
の
認
知

症
施
策
の
推
進
に
つ
い
て
伺
う
。

答
認
知
症
基
本
法
の
基
本
理
念
等
に

基
づ
き
、
認
知
症
の
方
と
地
域
住
民
が

相
互
に
人
格
と
個
性
を
尊
重
し
つ
つ
、

支
え
合
い
な
が
ら
共
生
す
る
活
力
あ
る

地
域
づ
く
り
の
実
現
に
向
け
た
取
組
を

進
め
て
い
く
。

問
認
知
症
の
理
解
を
深
め
地
域
で
支
え

合
う
環
境
づ
く
り
と
し
て
、
本
町
職
員

の
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座
の
受

講
を
推
進
す
べ
き
と
考
え
る
が
、
町
の

考
え
は
い
か
が
か
。

答
全
職
員
が
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成

講
座
を
受
講
で
き
る
よ
う
検
討
す
る
。

問
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
の
利
便
性
向
上
を

考
え
、
運
行
ル
ー
ト
等
を
見
直
す
べ
き

と
考
え
る
が
い
か
が
か
。

答
い
た
だ
い
た
要
望
は
、
内
容
を
精
査
、

検
討
の
上
、
対
応
可
能
な
も
の
に
つ
い
て

は
、
白
浜
町
地
域
公
共
交
通
会
議
に
諮

り
利
便
性
の
向
上
に
努
め
て
い
く
。

不
登
校
児
童
生
徒
等
の
支
援

問
不
登
校
児
童
生
徒
等
の
支
援
と
し
て

多
様
な
居
場
所
、
学
び
の
提
供
、
そ
の

子
ど
も
の
保
護
者
支
援
に
つ
い
て
伺
う
。

答
児
童
生
徒
の
心
の
状
態
に
合
わ
せ

て
、
相
談
室
等
を
活
用
し
た
支
援
を
行
っ

て
い
る
。
ま
た
、
不
安
感
の
あ
る
保
護

者
を
孤
立
さ
せ
な
い
よ
う
、
必
要
に
応

じ
て
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
等
を
活
用

し
た
働
き
か
け
を
行
っ
て
い
る
。

（ 認知症サポーターのイメージ）

Q
R
コ
ー
ド
の
有
効

期
限
は
３
月
下
旬
ま
で

　一般質問

（ 小学校のトイレ）



９ NO.71

　
　
答
　
力
を
合
わ
せ
、
希
望
の
持
て
る
ま
ち
づ
く
り
を
推
進

　
問
　
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
ま
ち
づ
く
り
に
向
け
た
考
え
は

Q
R
コ
ー
ド
の
有
効

期
限
は
３
月
下
旬
ま
で

溝
みぞぐち

口 耕
こ う た ろ う

太郎 議員

安
心
し
て
暮
ら
せ
る
ま
ち
づ
く
り

問
町
の
発
展
に
は
観
光
産
業
の
発
展
な

く
し
て
は
成
り
立
た
な
い
。
町
の
発
展

な
く
し
て
住
民
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
大
事
な
行

政
課
題
等
の
白
浜
町
清
掃
セ
ン
タ
ー
の

延
長
問
題
。
そ
れ
に
関
連
し
て
の
ご
み

焼
却
施
設
の
広
域
化
の
実
現
。
高
齢
化

社
会
を
迎
え
た
今
、
今
後
も
よ
り
安
心

し
て
暮
ら
せ
る
よ
う
に
取
り
組
ま
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

　

町
長
は
、
来
年
の
町
長
選
挙
に
出
馬

表
明
を
し
て
い
る
が
、
再
度
、
町
長
選

挙
挑
戦
に
向
け
た
町
長
の
覚
悟
に
つ
い

て
伺
う
。

答
今
回
質
問
い
た
だ
い
た
観
光
産
業
の

発
展
、
衛
生
施
設
等
の
行
政
課
題
、
少

子
高
齢
化
社
会
に
お
け
る
様
々
な
対
策

等
に
全
力
で
取
り
組
む
こ
と
は
も
ち
ろ

ん
の
こ
と
、
こ
れ
か
ら
の
ま
ち
づ
く
り
が

将
来
の
白
浜
町
の
発
展
に
大
き
な
影
響

を
及
ぼ
す
と
考
え
て
お
り
、
町
民
が
力

を
合
わ
せ
て
、
希
望
の
持
て
る
町
づ
く

り
に
引
き
続
き
取
り
組
ん
で
い
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。

　　
町
長
選
挙
を
控
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、

今
後
の
様
々
な
施
策
展
開
に
つ
い
て
、
現

時
点
で
具
体
的
に
お
示
し
で
き
る
も
の

で
は
な
い
が
、
来
年
の
町
長
選
挙
で
信

任
い
た
だ
け
れ
ば
、
早
急
に
事
業
推
進

に
取
り
組
み
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　　

今
後
も
、
町
の
ト
ッ
プ
と
し
て
先
頭

に
立
ち
、
様
々
な
課
題
に
立
ち
向
か
い
、

職
員
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
図
り
、

こ
れ
ら
施
策
の
遂
行
に
一
丸
と
な
っ
て
取

り
組
む
覚
悟
で
あ
る
。

Q
R
コ
ー
ド
の
有
効

期
限
は
３
月
下
旬
ま
で

長
な が の

野 莊
そういち

一 議員

　
　
答
　
椿
地
域
に
貢
献
で
き
る
利
活
用
を
検
討
中

　
問
　
白
浜
町
最
終
処
分
場
の
跡
地
利
用
の
検
討
状
況
は

白
浜
町
最
終
処
分
場

問
白
浜
町
最
終
処
分
場
の
廃
止
に
向

け
た
現
状
と
、
跡
地
の
上
部
利
用
の
検

討
状
況
と
当
面
の
取
り
組
み
、
並
び
に

課
題
に
つ
い
て
伺
う
。

答
現
在
、
最
終
処
分
場
は
、
１
ｍ
の
厚

さ
で
覆
土
を
行
っ
て
い
る
が
、
一
部
未
完

了
箇
所
も
あ
り
、
全
面
覆
土
に
向
け
検

討
を
進
め
て
い
る
。
ま
た
、水
質
、温
度
、

ガ
ス
と
も
に
基
準
値
の
範
囲
内
で
推
移

し
、
異
常
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の

状
態
が
２
年
間
続
け
ば
、
廃
止
に
向
け

た
次
の
段
階
を
検
討
で
き
る
た
め
、
現

在
は
状
況
監
視
を
継
続
し
て
い
る
。

　　
跡
地
利
用
に
つ
い
て
は
、
廃
止
計
画

に
影
響
す
る
利
用
は
で
き
な
い
こ
と
か

ら
、
東
京
大
学
生
産
技
術
研
究
所
付
属

災
害
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
及
び
一
般

こ
の
ほ
か
、
長
野
議
員
は
「
白
浜
町

の
施
設
貸
し
出
し
に
つ
い
て
」
質
問

し
ま
し
た
。

社
団
法
人
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
支
援

会
と
協
議
を
行
い
、
最
終
処
分
場
上
部

を
災
害
時
の
廃
棄
物
の
一
時
保
管
場
所

に
指
定
し
て
、
災
害
時
に
活
動
す
る
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
の
重
機
の
実
践
訓
練
場
と
し

て
開
放
す
る
検
討
を
進
め
て
い
る
。

　
来
年
２
月
に
は
、
椿
地
域
の
課
題
を
洗

い
出
す
た
め
、
試
験
的
に
椿
地
域
全
体

を
フ
ィ
ー
ル
ド
と
し
た
実
践
訓
練
を
実

施
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
う
し
た
跡
地

利
用
に
つ
い
て
、
12
月
３
日
に
地
元
椿

地
域
で
説
明
会
を
開
催
し
、
参
加
者
か

ら
好
意
的
な
意
見
を
い
た
だ
い
て
い
る
。

25
年
間
と
い
う
長
き
に
わ
た
る
椿
地
域

の
皆
様
の
深
い
ご
理
解
に
、
改
め
て
感

謝
と
お
礼
を
申
し
上
げ
た
い
。

（ 白浜町最終処分場）



Q
R
コ
ー
ド
の
有
効

期
限
は
３
月
下
旬
ま
で

黒
く ろ だ

田 武
た け し

士 議員
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Q
R
コ
ー
ド
の
有
効

期
限
は
３
月
下
旬
ま
で

堅
か た た

田 府
あつとし

利 議員

　一般質問

（ ふるさと納税サイト）

（ 白浜町役場本庁舎）

　
　
答
　
町
の
貴
重
な
財
源
と
し
て
多
岐
に
わ
た
る
事
業
に
活
用

　
問
　
ふ
る
さ
と
納
税
は
ど
の
よ
う
に
活
用
さ
れ
て
い
る
か

ふ
る
さ
と
納
税

問
白
浜
町
は
、
ふ
る
さ
と
納
税
制
度
に

つ
い
て
、
ど
う
い
っ
た
取
り
組
み
を
さ
れ

て
き
た
の
か
伺
う
。

答
こ
こ
数
年
は
寄
附
額
が
大
幅
に
増
加

し
て
い
る
。
返
礼
品
の
企
画
・
掘
り
起

こ
し
や
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
の
開
設
を
行
っ

て
お
り
、
各
種
旅
行
ク
ー
ポ
ン
等
も
積

極
的
に
掲
載
し
て
い
る
。
当
町
の
貴
重

な
財
源
と
し
て
引
き
続
き
募
集
の
推
進

を
図
る
。

問
白
浜
町
の
ふ
る
さ
と
納
税
返
礼
品
の

中
で
人
気
の
あ
る
返
礼
品
は
何
か
。
ま

た
、
そ
の
特
徴
を
ど
う
捉
え
て
い
る
か
。

答
塩
分
が
３
％
の
梅
干
し
が
上
位
と

な
っ
て
い
る
。
都
市
部
の
健
康
志
向
の
方

に
受
け
て
い
る
と
推
察
す
る
。

問
白
浜
町
に
寄
附
さ
れ
た
ふ
る
さ
と
納

税
（
寄
附
金
）
は
ど
の
よ
う
に
活
用
さ

れ
て
い
る
の
か
伺
う
。

答
ふ
る
さ
と
白
浜
応
援
基
金
の
充
当
事

業
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
公
表
し
て
お
り
、

多
岐
に
わ
た
る
事
業
に
充
当
さ
せ
て
い

た
だ
い
て
い
る
。

問
観
光
地
で
あ
る
白
浜
町
で
は
、「
旅

先
納
税
」
が
非
常
に
利
用
し
や
す
い
と

思
う
が
、
現
状
は
ど
う
か
伺
う
。

答
令
和
５
年
度
は
10
月
末
現
在
で
約

３
４
５
万
円
の
募
集
実
績
と
な
っ
て
い
る
。

多
く
の
観
光
客
が
白
浜
滞
在
中
に
、
返
礼

品
と
し
て
地
域
で
使
用
で
き
る
電
子
ク
ー

ポ
ン
の
利
用
（
旅
先
納
税
）
に
よ
り
、
更

な
る
寄
附
訴
求
と
地
域
で
の
消
費
増
が
図

れ
る
も
の
と
期
待
し
て
い
る
。
引
き
続
き

積
極
的
に
周
知
広
報
に
努
め
る
。

　
　
答
　
建
て
替
え
の
必
要
性
や
今
後
の
在
り
方
を
検
討

　
問
　
役
場
本
庁
舎
等
の
建
て
替
え
な
ど
、
今
後
の
展
望
は

公
共
施
設

問
庁
舎
な
ど
の
公
共
施
設
は
住
民
の
生

活
に
と
っ
て
大
切
な
施
設
で
あ
る
。
本

庁
舎
や
富
田
・
日
置
川
事
務
所
の
今
後

に
つ
い
て
、
移
転
や
建
替
え
な
ど
の
展
望

を
伺
う
。

答
庁
舎
等
の
整
備
は
、
町
民
サ
ー
ビ
ス

の
向
上
は
も
と
よ
り
、
災
害
時
等
に
お

け
る
重
要
な
拠
点
と
し
て
業
務
を
継
続

で
き
る
体
制
の
構
築
、
勤
務
す
る
職
員

の
職
場
環
境
の
改
善
や
安
全
の
確
保
も

必
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
重
要
課

題
と
位
置
づ
け
、
ま
ず
は
庁
内
で
持
続

可
能
な
ま
ち
の
実
現
に
向
け
、
庁
舎
の

建
て
替
え
の
必
要
性
及
び
今
後
の
在
り

方
等
に
つ
い
て
、
引
き
続
き
検
討
を
重

ね
た
い
。

小
中
学
校
の
学
校
給
食

問
町
内
の
小
中
学
校
の
学
校
給
食
の
無

償
化
に
取
り
組
ん
で
は
ど
う
か
。

答
給
食
費
の
完
全
無
償
化
は
財
政
的

な
負
担
が
大
き
く
、
現
在
考
え
て
い
な

い
が
、
今
後
も
国
・
県
の
補
助
制
度
等

を
注
視
し
な
が
ら
、
学
校
給
食
を
円
滑

に
実
施
で
き
る
よ
う
努
め
て
い
く
。

安
全
な
生
活
道
路

問
馬
の
一
原
ト
ン
ネ
ル
に
つ
い
て
、
通

行
す
る
方
の
安
全
が
確
保
で
き
る
方
法

は
な
い
か
伺
う
。

答
照
明
設
備
の
追
加
、
歩
道
区
画
線

の
設
置
方
法
や
注
意
喚
起
看
板
の
設
置

な
ど
、
歩
行
者
の
安
全
確
保
が
で
き
る

よ
う
対
策
を
検
討
し
て
い
く
。
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Q
R
コ
ー
ド
の
有
効

期
限
は
３
月
下
旬
ま
で

横
よこはた

畑 真
し ん じ

治 議員

（ 白浜町内の畑）

　
　
答
　
所
得
に
応
じ
、
税
額
の
負
担
軽
減
措
置
を
実
施

　
問
　
国
保
税
の
負
担
軽
減
の
た
め
の
町
の
取
り
組
み
は

国
民
健
康
保
険

問
誰
も
が
一
度
は
お
世
話
に
な
る
市
町

村
国
保
の
保
険
料
値
上
げ
が
地
方
政
治

の
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
白
浜
町
に
お
け

る
令
和
４
年
度
の
国
保
世
帯
数
と
滞
納

世
帯
数
、
短
期
保
険
証
、
資
格
証
明
書

の
発
行
数
な
ど
に
つ
い
て
伺
う
。

答
令
和
４
年
８
月
１
日
現
在
で
、
国

民
健
康
保
険
加
入
世
帯
数
は
３
７
５
８

世
帯
、
短
期
被
保
険
者
証
は
94
世
帯
、

資
格
証
明
書
は
84
世
帯
と
な
っ
て
い
る
。

滞
納
世
帯
数
は
、
令
和
５
年
３
月
31
日

現
在
で
３
１
５
世
帯
と
な
っ
て
い
る
。

問
国
保
基
金
（
国
保
財
政
安
定
化
の

た
め
の
貯
金
）
を
使
っ
て
国
保
税
の
負

担
を
軽
減
す
る
な
ど
、
現
状
を
よ
く
す

る
た
め
の
町
の
取
り
組
み
を
伺
う
。

答
国
保
税
の
額
を
算
定
す
る
際
、
法

令
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
所
得
基
準
を
下

回
る
世
帯
に
つ
い
て
は
、
被
保
険
者
応

益
割
（
均
等
割
・
平
等
割
）
額
を
軽
減

す
る
制
度
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

農
業
に
つ
い
て

問
農
業
と
農
村
を
再
生
し
、
自
給
率

を
本
気
で
向
上
さ
せ
る
に
は
ど
う
す
れ

ば
よ
い
か
真
剣
に
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

町
長
の
考
え
を
伺
う
。

答
和
歌
山
県
の
生
産
額
ベ
ー
ス
の
食
料

自
給
率
は
高
く
、
付
加
価
値
が
高
い
高

品
質
な
農
産
物
を
生
み
出
し
て
い
る
と

い
う
強
み
が
あ
る
。
様
々
な
制
度
を
活

用
し
、
生
産
活
動
を
推
進
し
な
が
ら
、

こ
の
よ
う
な
強
み
を
生
か
し
て
行
く
こ

と
が
効
果
的
で
あ
る
と
考
え
る
。

Q
R
コ
ー
ド
の
有
効

期
限
は
３
月
下
旬
ま
で

水
みずかみ

上 久
く み こ

美子 議員

　
　
答
　
補
助
制
度
創
設
も
含
め
周
辺
市
町
と
協
議
を
継
続

　
問
　
野
良
猫
の
不
妊
去
勢
手
術
な
ど
に
対
す
る
補
助
の
創
設
は

野
良
猫
対
策

問
捨
て
猫
や
糞
尿
問
題
は
観
光
の
町
の

問
題
で
あ
る
。
野
良
猫
に
よ
る
迷
惑
や

不
幸
な
猫
を
減
ら
す
た
め
、
条
例
の
制

定
を
考
え
て
い
た
だ
き
た
い
。

答
県
に
お
い
て
、
猫
を
排
除
す
る
の
で

は
な
く
上
手
に
付
き
合
い
な
が
ら
そ
の

数
と
ふ
ん
尿
な
ど
の
被
害
を
減
ら
し
て

い
く
「
地
域
猫
」
の
取
り
組
み
が
行
わ

れ
て
お
り
、
当
町
も
県
と
連
携
し
な
が

ら
野
良
猫
対
策
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

問
繁
殖
予
防
病
院
や
ワ
ン
ニ
ャ
ン
会
な

ど
、
３
６
５
日
自
費
を
投
じ
て
野
良
猫

の
避
妊
手
術
や
糞
尿
の
始
末
を
す
る

方
々
が
い
る
。
ま
た
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ

ン
グ
で
の
猫
の
繁
殖
予
防
支
援
、
里
親

探
し
も
命
を
守
る
問
題
で
あ
る
。
町
の

課
題
と
し
て
捉
え
、
支
援
を
提
言
す
る
。

答
野
良
猫
等
に
関
し
て
寄
せ
ら
れ
る
苦

情
も
増
え
て
き
て
い
る
こ
と
か
ら
、
犬

及
び
猫
の
過
剰
繁
殖
を
抑
制
す
る
た

め
、
不
妊
及
び
去
勢
手
術
に
対
す
る
補

助
制
度
を
検
討
し
て
い
る
。

白
浜
町
手
話
言
語
条
例
施
行

問
手
話
言
語
条
例
に
基
づ
く
事
項
の
進

捗
と
意
思
疎
通
支
援
の
今
後
は
。

答
手
話
通
訳
者
の
派
遣
事
業
や
手
話

表
現
技
術
を
習
得
す
る
た
め
の
「
手
話

奉
仕
員
養
成
講
座
」
な
ど
を
行
っ
て
お

り
、
町
が
主
催
す
る
催
物
な
ど
に
お
い

て
も
、
手
話
通
訳
者
に
よ
る
意
思
疎
通

が
で
き
る
よ
う
配
慮
に
努
め
て
い
る
。

　
今
後
も
手
話
に
対
す
る
理
解
促
進
を

図
る
た
め
、
広
く
啓
発
等
を
行
っ
て
い

く
。

（ 犬猫繁殖予防病院）
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　活動報告

◇調査年月日　　令和５年１０月２５日～２７日

◇調査事項及び調査地

　 ・ 　「 移住 ・ 定住促進について」（ 大分県豊後高田市）

　 ・ 　「 中津流ＤＸについて」（ 大分県中津市）

　 ・ 　「 ＩＣＴを活用した子どもの見守りについて」（ 福岡県粕屋町）

◇参加者

　 ・ 松田委員長、 横畑副委員長

　　 溝口委員、 正木委員、 西尾委員、 水上委員

　　　　　　　　　　　　　　　　※調査報告書の全文はこちら→

◆
大
分
県
豊
後
高
田
市

　　
豊
後
高
田
市
で
は
、
人
口
減
少
対
策

を
市
の
最
重
要
課
題
と
位
置
づ
け
、
移

住
・
定
住
対
策
に
力
を
注
い
で
お
り
、

移
住
者
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
環
境
づ

く
り
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
市
の
支
援

策
を
活
用
し
た
移
住
者
は
、
令
和
元
年

度
か
ら
４
年
連
続
で
３
０
０
人
を
超
え
、

市
の
人
口
動
態
で
は
、
９
年
連
続
転
入

者
が
転
出
者
を
上
回
っ
て
い
る
。

◇
委
員
所
感
（
抜
粋
）

　
市
の
移
住
・
定
住
施
策
の
成
功
の
要
因
と

し
て
、
ふ
る
さ
と
納
税
を
財
源
と
し
た
全

国
で
も
ト
ッ
プ
レ
ベ
ル
の
子
育
て
・
教
育
支

援
の
充
実
が
挙
げ
ら
れ
る
。
白
浜
町
に
お

い
て
も
少
子
高
齢
化
、
過
疎
化
は
深
刻
な

課
題
で
あ
り
、
市
の
取
り
組
み
を
参
考
に
、

移
住
・
定
住
施
策
の
充
実
が
求
め
ら
れ
る
。

◆
大
分
県
中
津
市

　　
中
津
市
で
は
、
市
役
所
の
窓
口
手
続

き
の
オ
ン
ラ
イ
ン
化
、
行
政
情
報
を
ス
マ

ホ
の
地
図
機
能
や
カ
レ
ン
ダ
ー
機
能
を

活
用
し
て
分
か
り
や
す
く
提
供
す
る
な

ど
、
デ
ジ
タ
ル
技
術
を
用
い
る
こ
と
で
市

民
の
生
活
を
よ
り
良
い
も
の
へ
と
変
革

す
る
「
中
津
流
Ｄ
Ｘ
」
の
取
り
組
み
が

進
め
ら
れ
て
い
る
。

◇
委
員
所
感
（
抜
粋
）

　
中
津
市
で
は
、
本
格
的
な
人
口
減
少
へ

の
危
機
感
な
ど
を
背
景
に
、
Ｄ
Ｘ
の
取
り

組
み
が
進
め
ら
れ
て
き
た
。「
誰
ひ
と
り

取
り
残
さ
な
い
、
人
に
や
さ
し
い
デ
ジ
タ

ル
化
」
の
視
点
で
、
行
政
手
続
き
の
負

担
軽
減
と
し
て
、
デ
ジ
タ
ル
技
術
を
活

用
し
、
住
民
に
寄
り
添
っ
た
サ
ー
ビ
ス
が

提
供
さ
れ
て
い
る
点
が
参
考
と
な
っ
た
。

◆
福
岡
県
粕
屋
町

　　
粕
屋
町
で
は
、
Ｉ
Ｏ
Ｔ
を
活
用
し
た

子
ど
も
見
守
り
サ
ー
ビ
ス
を
導
入
し
、

地
域
全
体
で
子
ど
も
た
ち
を
見
守
る
環

境
づ
く
り
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

　
本
サ
ー
ビ
ス
は
、
子
ど
も
が
持
つ
見
守

り
端
末
の
位
置
情
報
を
保
護
者
が
ス
マ

ホ
な
ど
で
確
認
で
き
る
も
の
で
、
今
後
、

高
齢
者
の
見
守
り
サ
ー
ビ
ス
な
ど
へ
の
展

開
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。

◇
委
員
所
感
（
抜
粋
）

　　

粕
屋
町
で
は
、
Ｉ
Ｏ
Ｔ
を
活
用
し
た
子

ど
も
の
見
守
り
サ
ー
ビ
ス
な
ど
、
子
ど
も
が

安
全
安
心
に
暮
ら
せ
る
ま
ち
づ
く
り
が
進

め
ら
れ
て
お
り
、
人
口
減
少
対
策
の
一
因

に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
少
子
高
齢

化
の
進
む
白
浜
町
に
お
い
て
も
、
こ
う
し
た

取
り
組
み
が
参
考
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（ 大分県中津市での調査）

（ 福岡県粕屋町での調査）

（ 大分県豊後高田市　議場）

調査報告

総務文教厚生

常任委員会
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調査報告

観光建設農林

常任委員会

◆
福
島
県
磐
梯
町

　　
磐
梯
町
で
は
、
少
子
高
齢
化
、
地
域

経
済
の
停
滞
等
、
直
面
す
る
様
々
な
課

題
を
解
決
し
て
い
く
た
め
に
は
、
国
な

ど
か
ら
や
っ
て
く
る
「
ヒ
ト
・モ
ノ
・カ
ネ
」

に
大
き
く
依
存
し
た
こ
れ
ま
で
の
地
域

経
営
で
は
限
界
が
あ
る
と
の
考
え
の
も

と
、
デ
ジ
タ
ル
技
術
を
活
用
し
た
町
民

本
位
の
新
し
い
行
政
経
営
に
取
り
組
ん

で
い
る
。

◇
委
員
所
感
（
抜
粋
）

　　
社
会
的
弱
者
を
取
り
残
さ
な
い
手
段

と
し
て
デ
ジ
タ
ル
技
術
は
大
き
な
力
に
な

る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
行
政
手
続
き
を

全
て
デ
ジ
タ
ル
化
し
て
し
ま
う
の
で
は
な

く
、
磐
梯
町
の
よ
う
に
利
用
す
る
人
の

情
報
格
差
に
応
じ
て
ア
ナ
ロ
グ
手
法
も

残
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
だ
と
感
じ
た
。

◆
福
島
県
西
会
津
町

　　
西
会
津
町
で
は
、
令
和
３
年
３
月
に

「
西
会
津
デ
ジ
タ
ル
戦
略
」
を
策
定
し
、

日
々
進
化
す
る
デ
ジ
タ
ル
技
術
を
戦
略

的
に
活
用
す
る
な
ど
、
地
域
の
課
題
解

決
や
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
を
図
る
た

め
、
あ
ら
ゆ
る
分
野
で
の
デ
ジ
タ
ル
変

革
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

◇
委
員
所
感
（
抜
粋
）

　　
高
齢
化
の
進
む
西
会
津
町
で
は
、
地
域

課
題
を
解
決
し
、
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
向
上

さ
せ
る
た
め
、
デ
ジ
タ
ル
専
門
人
材
を
町

に
登
用
し
、
デ
ジ
タ
ル
戦
略
の
取
り
組
み
が

進
め
ら
れ
て
き
た
。
白
浜
町
に
お
い
て
も
、

Ｉ
Ｔ
ビ
ジ
ネ
ス
オ
フ
ィ
ス
に
入
居
す
る
企
業

人
材
を
積
極
的
に
登
用
し
、
デ
ジ
タ
ル
技

術
を
町
の
課
題
解
決
に
活
用
し
て
い
く
こ

と
が
期
待
さ
れ
る
。

◆
山
形
県
長
井
市

　　
長
井
市
で
は
、
中
心
市
街
地
に
市
庁

舎
や
公
共
複
合
施
設
（
子
育
て
支
援
施

設
と
図
書
館
）、
病
院
な
ど
を
集
積
し
、

コ
ン
パ
ク
ト
な
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
て
い

る
。
ま
た
、
中
心
市
街
地
と
地
域
の
拠

点
を
公
共
交
通
で
結
び
、
20
年
後
も
30

年
後
も
各
地
区
が
共
存
す
る
長
井
市
と

し
て
、
市
民
が
幸
せ
に
暮
ら
せ
る
ま
ち

づ
く
り
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

◇
委
員
所
感
（
抜
粋
）

　　
長
井
市
が
行
う
小
さ
な
拠
点
と
地
域
づ

く
り
の
取
り
組
み
は
、
行
政
を
効
率
化
す

る
だ
け
で
は
な
く
、
地
域
と
の
つ
な
が
り
や

連
携
を
強
め
、共
助
に
つ
な
が
る
こ
と
か
ら
、

少
子
高
齢
化
、
過
疎
化
の
進
む
白
浜
町
に

お
い
て
も
、
検
討
を
進
め
て
い
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
課
題
だ
と
感
じ
た
。

◇調査年月日　　令和５年１１月６日～８日

◇調査事項及び調査地

　 ・ 　「 磐梯町デジタル変革戦略について」（ 福島県磐梯町）

　 ・ 　「 西会津町デジタル戦略について」（ 福島県西会津町）

　 ・ 　「 小さな拠点と地域づくりについて」（ 山形県長井市）

◇参加者

　 ・ 廣畑委員長、 黒田副委員長

　　 長野委員、 堅田委員、 小森委員、 辻委員

※調査報告書の全文はこちら→　　　　　　　　　　　　　

（ 福島県磐梯町での調査）

（ 福島県西会津町　議場）

（ 長井駅と一体となった市庁舎）



１２月 １１月 １１月 １０　月

22
日

20
日

19
日

15
日

14
日

５
日

１
日

30
日

29
日

28
日

27
日

24
日

17
日

16
日

14
日

12
日

10
日

９
日

８
日

７
日

６
日

１
日

28
日

27
日

26
日

25
日

24
日

23
日

20
日

16
日

６
日

５
日

４
日

３
日

２
日

１
日

●
公
立
紀
南
病
院
組
合
議
会

　　

・
議
会
広
報
特
別
委
員
会

●
定
例
会
（
第
５
日
）
・
議
会
運
営
委
員
会

●
定
例
会
（
第
４
日
）
・
議
会
運
営
委
員
会

●
定
例
会
（
第
３
日
）

●
定
例
会
（
第
２
日
）　

・
議
会
運
営
委
員
会

●
定
例
会
（
第
１
日
）　

・
全
員
協
議
会

●
大
辺
路
衛
生
施
設
組
合
議
会

●
第
16
回
議
長
杯
ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
大
会

●
西
牟
婁
郡
町
村
議
会
議
長
会　
政
務
踏
査

●
第
67
回
町
村
議
会
議
長
会
全
国
大
会

●
西
牟
婁
郡
町
村
議
会
議
長
会　
政
務
踏
査

●
西
牟
婁
郡
町
村
議
会
議
長
会　
政
務
踏
査

●
田
辺
周
辺
広
域
市
町
村
圏
組
合
議
会

●
富
田
川
衛
生
施
設
組
合
議
会

●
議
会
運
営
委
員
会

●
田
辺
市
及
び
周
辺
町
議
会
正
副
議
長
会
総
会

●
秋
田
県　
藤
里
町
議
会　
視
察
来
庁

●
富
田
川
治
水
組
合
議
会

●
全
員
協
議
会

●
南
紀
日
置
川
リ
バ
ー
サ
イ
ド
マ
ラ
ソ
ン
大
会

●
豊
水
神
社
例
祭

●
高
齢
者
運
動
会

●
観
光
建
設
農
林
常
任
委
員
会　
行
政
調
査

●
観
光
建
設
農
林
常
任
委
員
会　
行
政
調
査

●
千
葉
県　
館
山
市
議
会
新
政
ク
ラ
ブ　
視
察
来
庁

●
人
権
を
大
切
に
す
る
地
域
づ
く
り
講
演
会

●
観
光
建
設
農
林
常
任
委
員
会　
行
政
調
査

●
第
14
回
シ
ニ
ア
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
大
会

●
白
良
浜
ラ
イ
ト
パ
レ
ー
ド
点
灯
式

●
総
務
文
教
厚
生
常
任
委
員
会　
行
政
調
査

●
総
務
文
教
厚
生
常
任
委
員
会　
行
政
調
査

●
総
務
文
教
厚
生
常
任
委
員
会　
行
政
調
査

●
公
立
紀
南
病
院
組
合
議
会

●
白
浜
町
暴
力
団
追
放
協
議
会

●
県
議
長
会　
委
員
長
・
副
委
員
長
研
修
会

●
福
岡
県　
上
毛
町
議
会　
視
察
来
庁

●
紀
南
環
境
広
域
施
設
組
合
議
会

●
福
井
県　
高
浜
町
議
会　
視
察
来
庁

●
議
会
広
報
特
別
委
員
会

●
決
算
審
査
特
別
委
員
会

●
決
算
審
査
特
別
委
員
会

●
決
算
審
査
特
別
委
員
会

●
決
算
審
査
特
別
委
員
会

●
第
57
回
白
浜
町
民
体
育
大
会

14NO.71

　活動報告

▷▷ 議場の紹介

（ 傍聴席側から撮影）

１　「 議場」 は、 本会議を行うところで、 議員活動の中心となる場所です。 3 月、 6 月、 9 月、 12 月に

行われる定例会や必要に応じて開かれる臨時会等で使用します。

❷ 議長席の前には、 議員や町当局が議案の説明や答弁
　　　 等を行う「 演壇」 があります。

１

2

❶ 中央の一番高いところに「 議長席」 があります。 議長
　　　 席の隣には、「 議会事務局長席」 があります。

❸ 議長席の左右にある席は、 町長をはじめ、 町の幹部　
　　　 職員が着席します。 それぞれの席に設置されている氏
　　　 名標を立てることで、 出席を示します。

３ ３

❹ 議員が着席する「 議員席」 で、 それぞれの席に設置
　　　 されている氏名標を立てることで、 その議員の出席を
　　　 示します。

❺ 議員席の後ろに「 傍聴席」 があり、 会議の様子を見
　　　 ることができます。 傍聴席は一般席が２０席、 記者席
　　　 が５席あります。

４

５
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１２月 １１月 １１月 １０　月

22
日

20
日

19
日

15
日

14
日

５
日

１
日

30
日

29
日

28
日

27
日

24
日

17
日

16
日

14
日

12
日

10
日

９
日

８
日

７
日

６
日

１
日

28
日

27
日

26
日

25
日

24
日

23
日

20
日

16
日

６
日

５
日

４
日

３
日

２
日

１
日

●
公
立
紀
南
病
院
組
合
議
会

　　

・
議
会
広
報
特
別
委
員
会

●
定
例
会
（
第
５
日
）
・
議
会
運
営
委
員
会

●
定
例
会
（
第
４
日
）
・
議
会
運
営
委
員
会

●
定
例
会
（
第
３
日
）

●
定
例
会
（
第
２
日
）　

・
議
会
運
営
委
員
会

●
定
例
会
（
第
１
日
）　

・
全
員
協
議
会

●
大
辺
路
衛
生
施
設
組
合
議
会

●
第
16
回
議
長
杯
ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
大
会

●
西
牟
婁
郡
町
村
議
会
議
長
会　
政
務
踏
査

●
第
67
回
町
村
議
会
議
長
会
全
国
大
会

●
西
牟
婁
郡
町
村
議
会
議
長
会　
政
務
踏
査

●
西
牟
婁
郡
町
村
議
会
議
長
会　
政
務
踏
査

●
田
辺
周
辺
広
域
市
町
村
圏
組
合
議
会

●
富
田
川
衛
生
施
設
組
合
議
会

●
議
会
運
営
委
員
会

●
田
辺
市
及
び
周
辺
町
議
会
正
副
議
長
会
総
会

●
秋
田
県　
藤
里
町
議
会　
視
察
来
庁

●
富
田
川
治
水
組
合
議
会

●
全
員
協
議
会

●
南
紀
日
置
川
リ
バ
ー
サ
イ
ド
マ
ラ
ソ
ン
大
会

●
豊
水
神
社
例
祭

●
高
齢
者
運
動
会

●
観
光
建
設
農
林
常
任
委
員
会　
行
政
調
査

●
観
光
建
設
農
林
常
任
委
員
会　
行
政
調
査

●
千
葉
県　
館
山
市
議
会
新
政
ク
ラ
ブ　
視
察
来
庁

●
人
権
を
大
切
に
す
る
地
域
づ
く
り
講
演
会

●
観
光
建
設
農
林
常
任
委
員
会　
行
政
調
査

●
第
14
回
シ
ニ
ア
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
大
会

●
白
良
浜
ラ
イ
ト
パ
レ
ー
ド
点
灯
式

●
総
務
文
教
厚
生
常
任
委
員
会　
行
政
調
査

●
総
務
文
教
厚
生
常
任
委
員
会　
行
政
調
査

●
総
務
文
教
厚
生
常
任
委
員
会　
行
政
調
査

●
公
立
紀
南
病
院
組
合
議
会

●
白
浜
町
暴
力
団
追
放
協
議
会

●
県
議
長
会　
委
員
長
・
副
委
員
長
研
修
会

●
福
岡
県　
上
毛
町
議
会　
視
察
来
庁

●
紀
南
環
境
広
域
施
設
組
合
議
会

●
福
井
県　
高
浜
町
議
会　
視
察
来
庁

●
議
会
広
報
特
別
委
員
会

●
決
算
審
査
特
別
委
員
会

●
決
算
審
査
特
別
委
員
会

●
決
算
審
査
特
別
委
員
会

●
決
算
審
査
特
別
委
員
会

●
第
57
回
白
浜
町
民
体
育
大
会

町議会 ・ 町議会議長の主な動き（ １０月～１２月）

　傍聴は、 議員の活動や町長の考え、 町政の方針を知る最も身近な方法です。 簡単な手続きで傍聴

ができますので、 ぜひ傍聴にお越しください。

▷▷ 傍聴のご案内

》》  手 続 き》》  手 続 き

○傍聴席入口の傍聴人受付名簿に、 住所、　氏名を記入し、　
　　傍聴人受付簿入に入れてください。
　　傍聴人数が傍聴席数を超えることが予想される場合は、 傍
　　聴券を発行することがあります。

》》  傍 聴 席》》  傍 聴 席

○議場の傍聴席は、 一般席２０席、 記者席５席です。
  傍聴席には限りがありますので、 先着順とさせていただき
　　ます。
○白浜町ホームページで、 本会議の録画配信を行っていま
　　す。 傍聴席が背景の一部として映りますので、 ご了承の
　　うえ傍聴をお願いします。
○傍聴席に空きがない場合、 録画映像に映りたくない場合
　　は、 議場隣の委員会室にて音声のみお聞きいただけます。
○審議やほかの傍聴者の妨げにならない範囲で、 会議中　
　　の入場や途中退席をすることができます。



日 月 火 水 木 金 土
2/25 26 27

第１日

提案説明

28 29 3/1 2

3 4 5 6 7

第２日

一般質問

8 9

10 11 12 13 14 15

第３日

議案審議

16

17 18

第４日

議案審議

19 20 21 22 23

※次回の定例会は、 ２月２７日から３月１８日まで開催予定です。

　　詳しい日程などは、 議会事務局までお問い合わせください
。

　

議会広報特別委員会
　委　員　長　水上久美子
　副委員長　黒田　武士
　委　　　　員　堅田　府利　横畑　真治
　　　　　　　　　　西尾　智朗　辻　　成紀

発行：白浜町議会　　編集：議会広報特別委員会　　〒 649-2211　和歌山県西牟婁郡白浜町 1600 番地
TEL ：0739-43-6591　　FAX：0739-43-5888　   　E-mail：gikai@town.shirahama.lg.jp　

３月定例会

　白浜町では、 新年を迎えさまざまな式典、

行事等が再開されています。

　　また、 今年は、「 紀伊山地の霊場と参詣

道」 の世界遺産登録２０周年を迎え、 令和

７年には、 大阪・関西万博が開催されます。

広域観光のチャンスを白浜町もアピールし、

インバウンド需要増加などによる観光活性

化が期待されるところです。

　　議会では、 これまで調査 ・ 研究してきた

　議会を“聞いて”
　

　一般質問の様子をＦＭビーチステー

　　ションで放送しています。

　議会を“知って”

　過去の議会だよりについても、

　　ホームページでご覧いただけます。

　議会を“見て”
　

　本会議などの様子をインターネット

　　で録画配信しています。

編 集

後 記

ペーパーレス化に関し、 タブレット端末の導入

を進めており、 機器導入後は、 会議の効率化、

資源の節減、 住民サービスの向上につながる

よう取り組みを進めてまいります。 　（ 水上）

ＦＭ放送予定

録画配信ＨＰ

議会だよりＨＰ

町村議会 委員長・副委員長研修会

　10 月 24 日に委員長 ・ 副委員長研修会が開催され、

全国町村議会議長会　議事調査部　参与　平野　誠氏に

「 委員会の運営について」 講演いただきました。

第６７回町村議会議長会全国大会

　11 月 29 日、 NHK ホールにおいて約 1,600 人の

町村議会関係者の出席のもと、 第 67 回町村議会議長

会全国大会が開催されました。


